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（介護予防）認知症対応型共同生活介護 重要事項説明書 

えくせれんと聚楽第 

 
 本「重要事項説明書」は、株式会社エクセレントケアシステムが実施する（介護予防）認知症

対応型共同生活介護サービスのご利用にあたり、介護保険法その他の関係法令および所在地自治体

の基準・条例に基づき、利用者および代理人の皆様へご説明すべき重要事項を記載したものです。

本説明書は「株式会社エクセレントケアシステム（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所運

営規程」および「（介護予防）認知症対応型共同生活介護契約書」を根拠として作成しており、こ

れらと併せて契約内容を構成します。 
サービス内容・料金・医療連携体制・運営方針など、生活に関わる重要事項を可能な限り分かりや

すくまとめております。契約に際し、ご不明な点や不安な点がございましたら、どうぞ遠慮なくお

尋ねください。十分にご理解いただいたうえで、安心してサービスをご利用いただけるよう丁寧に

説明いたします。 
 

１、 事業の目的及び運営方針 

事業の目的 指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の事業は、要支援又は要介護者

であって認知症の状態にある利用者（以下「利用者」という。）が共同生活住居

において、家庭的な環境の下で可能な限りその有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるように、必要な介護等（以下「サービスの提供」とい

う。）を行うことにより、利用者の認知症の進行を緩和し、安心して日常生活を

送れるよう援助を行うことを目的とします。 

運営方針 ① 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者が「生活

の主体者」になるようサービスの提供に努めます。 
② 利用者の心身状態等の把握と適切なサービスに努めます。 
③ 利用者個々に、（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画を作成し、また

その提供に関する個人ケース記録を作成し、当該契約終了後 5 年間保存しま

す。 
④ 利用者及び家族の方に（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画を分かり

やすく説明します。 
⑤ 事業運営にあたり、地域との連携を図かり、また京都市、協力医療機関、居

宅介護支援事業所及び居宅サービス事業所等との連携を図り、利用者が必要

とする適切なサービスに努めます。 
 

２、 事業者（法人）の概要 

法人名称 株式会社エクセレントケアシステム 

法人所在地 〒770-0939 徳島県徳島市かちどき橋 1丁目 22-1 

代表者氏名 代表取締役 CEO 大川 寛正 

設立年月日 2004 年 8 月 2 日 

電話番号 088-623-1165 

ホームページ http://excare.co.jp/ 

事業開始年月日 2016 年 7 月 15 日(当事業開始日) 



３、 事業所概要 
1)事業所の基本データ 

事

業

所

の

名

称

等 

名称 （介護予防）認知症対応型共同生活介護 えくせれんと聚楽第 

所在地 〒602－0862  京都市上京区出水通土屋町東入東神明町２９０－１ 

指定事業所番号 京都市指定 第２６９０２００１３０号 

電話番号 ０７５－８１３－１１６５ 

ＦＡＸ番号 ０７５－８１３－１７６５ 

類型 
□単独型 ☑併設型(併設施設：小規模多機能型居宅介護 エクセレント聚楽第) 

 
2)設備の概要(1 ユニットにつき) 

居室数（全個室） 9 室 トイレ 3 か所 

居室の広さ 7.52 ㎡～8.26 ㎡ 台所 1 か所 

浴室 1 か所 居間・食堂 1 か所 

洗濯室 1 室 
(洗濯機 1 台、乾燥機 1 台、汚物用排水設備) 

その他 消防設備 2 か所 

 
3)(介護予防）認知症対応型共同生活介護の定員 

定員（２７名） Ⅰユニット × 9 名  Ⅲユニット × 9 名 

Ⅱユニット × 9 名 

 
４、 職員体制  

当事業所では、入居者に対して認知症対応型共同生活介護（以下、「サービス」という。） を提

供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 
１) 主な職員の配置状況 

職種 
常勤 非常勤 備考 

専従 兼務 専従 兼務  

1．管理者  １人   小規模多機能型居宅介護管理者兼務 

2．計画担当責任者  3 人   内 1 名介護支援専門員 

3．介護職員 １1人  7 人  うち 1名看護職員 
 

２）職員の職務内容 

職種 職務の内容 

管理者 
事業所の職員の管理及び事業の申し込みに係る調整、業務の実施状 況の把握、

その他の管理を一元的に行います。 

計画作成担当者 
適切なサービスが提供されるよう認知症対応型共同生活介護計画(以下、「介護

計画」という。）を作成し関係機関との連絡・調整を行います。 

介護職員 

サービスの提供にあたり入居者の心身の状況等を的確に把握し、入浴・排泄・

食事その他必要な身体介護及び調理・買物・掃除・洗濯 など日常生活におけ

る支援を行います。 
 
3)夜間体制 
  1 ユニット 1 名 20 時～翌 7 時 



５、 （介護予防）認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 
１)サービス内容と利用料金 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護のサービス内容及び利用料金その他の費用の額は、以下の

通りとなっています。 

サ 
｜ 
ビ 
ス 
の 
内 
容 

 
 
 
 
 

介護保険

の給付対

象となる   

サービス 

食事 当事業所では、弊社所属の食事指導員が作成する統一された

献立表により、入居者が主体的な生活を営めるよう栄養並びに

入居者の身体の状況および嗜好を考慮したバラエティに富んだ

食事を提供します。 

 また、月に 1 回はいつもとは異なる特別食を準備し、季節を

感じていただく内容となっています。 

食事は、入居者の日常の生活の流れに沿って、幅をもった時

間帯で、また、自立支援のため離床して摂っていただけるよう

配慮します。 

【食事時間】 

朝食 8：00～9：00、昼食 12：00～13：00、夕食 18：00～19：00 

健康チェック 体温、血圧の測定等などを行い体調の確認をします。 

入浴 週２回以上の実施を基本としますが、ご相談に応じます。体調

に応じてシャワー浴や清拭になる場合もあります。 

必要な援助 日常生活に必要な援助を行います。 

相談および援

助について 
入居者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に

努め、入居者又はその 家族に対し、その相談に適切に応じると

ともに、入居者の社会生活に必要な支援を行います。 

ケアプランの 
立案 

計画作成担当者が、利用者及び家族の希望を十分に取り入れな

がら以下、①～⑥の手順に従い作成いたします。このケアプラ

ンに基づき、サービスを提供しています。 

①入居者本人または家族のニーズを踏まえ、多職種で協議した

うえで、当事業所の計画作成担当者に認知症対応型共同生活介

護計画書の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当さ

せます。 

②作成された認知症対応型共同生活介護計画書を他職種から専

門的な意見をもとめるため、サービス担当者会議を開催し、計

画書について妥当であるか確認を行います。 

③作成した認知症対応型共同生活介護計画書を入居者本人また

は家族に説明し、同意を得たうえで交付します。 

④認知症対応型共同生活介護計画書に基づいたサービスの実施 

⑤モニタリング（概ね１回/３ヶ月）の実施を入居者本人・家族

を交えて行い、継続か見直しの判断を行います。 

⑥ モニタリングをもとに、②の過程に進みます。 

 その他のサービ

ス 
入居者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むこと

ができるようレクリエーションや体操の時間(毎日)を設けると

ともに、外出支援を行います。 

 



介護保険

の給付対

象となら

ないサー

ビス 

 
 
 

家賃（居室料） 80,000 円/ 月 

※敷金として入居時に居室料の 3 カ月分（240,000 円）をお預かりします。 

管理・共益費 
食材料費 
おやつ代 

56,820 円/ 月（1,894 円/日） 
54,000 円/ 月（朝食：411 円、昼食：720 円、夕食：669 円） 
3,240 円/ 月（108 円/日） 

※なお、管理・共益費、食事代、おやつ代は 30 日で計算しています。 

その他 

 

 持ち込みの電気製品等の電気代金は個人負担とさせて頂き

ます。（一製品あたり一日 33 円） 
 リネン代（150 円/日）は別途となります。 
 病院の診療代等も個人負担となります。 
 理美容代、オムツ代、通院費用、お薬代、個人が使用する介

護用品、個人の嗜好品購入などについては実費負担となりま

す。 

基 
本 
利 
用 
料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護保険

の給付対

象となる   

サービス 

 
 
 
 

月額の自己負担額は利用者の「介護保険被保険者証」の認定結果及び「介護保険

負担割合証」に記載された割合によります。 

 １日単位数 １割負担の方 ２割負担の方 ３割負担の方 

要支援２ ７４９単位 ２３，４８２円 ４６，９６３円 ７０，４４４円 

要介護１ ７５３単位 ２３，６０７円 ４７，２１３円 ７０，８２０円 

要介護２ ７８８単位 ２４，７０４円 ４９，４０８円 ７４，１１２円 

要介護３ ８１２単位 ２５，４５７円 ５０，９１３円 ７６，３６９円 

要介護４ ８２８単位 ２５，９５８円 ５１，９１６円 ７７，８７４円 

要介護５ ８４５単位 ２６，４９１円 ５２，９８２円 ７９，４７３円 

 

加算等

料金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

初期加算（入居した日から 30 日間） 30 単位 〇 

入院時費用（1 月に 6 日まで） 246 単位/日 〇 

夜間支援体制加算Ⅰ 50 単位/日  

夜間支援体制加算Ⅱ 25 単位/日  

認知症行動心理症状緊急対応加算 200 単位/日  

若年性認知症利用者受入加算 120 単位/日 〇 

看取り介護加算 
（死亡日以前 31 日以上 45 日以下） 
（死亡日以前 04 日以上 30 日以下） 
（死亡日以前 02 日又は 03 日） 
（死亡日） 

 
72 単位/日 

144 単位/日 
680 単位/日 

1,280 単位/日 

 

協力医療機関連携加算 100・40 単位/月 〇 

医療連携体制加算Ⅰイ 
医療連携体制加算 ロ 
医療連携体制加算 ハ 

57 単位/日 
47 単位/日 
37 単位/日 

 
 
〇 

医療連携体制加算Ⅱ 5 単位/日  

退居時情報提供加算 250 単位/回 

退居時相談援助加算 400 単位/回 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加算等

料金 

 

認知症専門ケア加算Ⅰ 
認知症専門ケア加算Ⅱ 

3 単位/日 
4 単位/日 

認知症チームケア推進加算Ⅰ 
認知症チームケア推進加算Ⅱ 

150 単位/月 
120 単位/月 

生活機能向上連携加算Ⅰ 
生活機能向上連携加算Ⅱ 

100 単位/月 
200 単位/月 

栄養管理体制加算 30 単位/月 

口腔衛生管理体制加算 30 単位/月 〇 

口腔・栄養スクリーニング加算 20 単位/回 

科学的介護推進体制加算 40 単位/月 〇 

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ 
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ 

10 単位/月 
5 単位/月 

 

新興感染症等施設療養費（1 月に 1 回） 240/回  

生産性向上推進体制加算Ⅰ 
生産性向上推進体制加算Ⅱ 

100/月 
10/月 

 
〇 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 
サービス提供体制強化加算Ⅱ 
サービス提供体制強化加算Ⅲ 

22 単位/日 
18 単位/日 
6 単位/日 

 
 
 

   介護職員処遇改善加算Ⅱ 所定単位数 17.8％ 〇 

※1 単位＝10.45 円（介護保険適用分は負担割合に応じて自己負担） 
 

 
〈償還払いについて〉 
ただし、保険料の滞納等により法定代理受領ができない場合、利用料合計を全額一旦お支払い頂き

ますが、事業所の発行するサービス提供証明書をお住まい区役所窓口に提出しますと、介護保険負

担割合分を差し引いた金額の払戻を受けられます。 

 
２)利用料金の支払いについて 

 事業者は、毎翌月１５日までに、当月分の利用料等の請求書を発行します。 

利用者は事業者に対し、前項の請求書に基づき当月分の利用料を翌月末日までに銀行振り込み又は、

口座振替にてお支払い下さい。（なお、振替手数料については利用者負担となります。） 

 
６、 入居対象者 

・京都市に住民票がある方 
・介護認定で要支援 2 から要介護 5 と認定された方 
・医師から認知症と診断された方 

 
７、 入居にあたっての留意事項 

準備物 居室内のタンス等の収納家具、衣類、上履き、タオル等身の回りの品、毛布類、テ

レビ等電化製品、ティッシュペーパー等日用品をご用意下さい。 
当ホームで準備しているものは以下の通りです。 
介護用ベッド、布団類、カーテン、エアコンは全室完備。 



留意事項 

 

面会時間 基本的には 9 時から 18 時ですが、これ以外の時間帯もご相談に応じ

ます。（早朝や夜間の場合は事前にご連絡をお願い致します。） 
受付窓口で必ず、面会簿に記入して下さい。 

外出／外泊 家族と同伴のみ認めます。事前に外出・外泊届を提出して下さい。 

食事 入院や外泊等の場合、その日数分の食費は頂きません。 

飲酒 ご相談に応じますが、認められない場合もございます。 

喫煙 予め定められた場所以外での喫煙は禁止しています。また、ライタ

ー等の火気については、お預かりさせて頂きます。 

金銭・貴重品

の管理 
高価・高額な金品の持ち込みを禁じています。 
持参された場合は、事務所の金庫でお預かりいたします。 

所持品・ 
備品の 
持ち込み 

必要なもの以外の持ち込みはご遠慮ください。 

 

迷惑行為等 騒音など他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。 

居室・設備・

器具の利用 
また、他の利用者の居室に許可なく立ち入らないで下さい。 
当ホーム内の設備、備品を無断で持ち出したり、形状を変えること

は禁止しています。故意による破損が生じた場合は賠償していただ

くことがあります。 

禁止又は制

限される行

為 

 

①利用者は事業所の利用にあたり、事業所又はその敷地内において、

次の各号に掲げる行為を行うことはできません。 

a.銃砲刀剣類、爆発物、発火物、有毒等の危険な物品等を搬入・保

管・使用する 

b.大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付ける 

c.排水管その他を腐食させるおそれのある液体等を流す 

d.テレビ・ステレオ等の操作、楽器の演奏その他による大音量、あ

るいは大声等で  近隣又は他の利用者に著しい迷惑を与える 

e.猛獣・毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動植物を飼育する 

f.事業所を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する 

g.事業所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を 

行い、又は威勢を示すことにより、他の利用者、事業者の職員及

び付近の住民又は通行人に不安を与える 

h.事業所に反社会的勢力を入居させ、又は反復継続して反社会的勢 

力を出入りさせる 

i.利用者の言動及び要望等が、入居者自身又は他の利用者あるいは 

事業者の職員の心身・生命又は財産に危害を及ぼす行為、または

他の利用者への本件サービスの提供に著しく悪影響を及ぼす行為 

②利用者は、事業所の利用にあたり、事業者の承諾を得ることなく、 

次の各号に掲げる行為を行うことはできない。また、乙事業者、他の入

居者からの苦情その他の場合に、その承諾を取り消すことがあります。 

a.鑑賞用の小鳥、魚等であって、明らかに近隣に迷惑をかける恐れ 

のない動物以外の犬、猫等の動物を事業所又はその敷地内で飼育する 



b.居室及びあらかじめ管理規程に定められた場所以外の共用施設又 

は敷地内に物品を置く 

c.事業所内において、営利その他の目的による勧誘・販売・宣伝・

広告等の活動を行う 

d.事業所の増築・改築・移転・改造・模様替え、居室の造作の改造

等を伴う模様替え、敷地内において工作物を設置する 

e.管理規程等において、事業者がその承諾を必要と定めるその他の 

行為を行う 

③利用者が、本条第１項から第２項までの各項の規定に違反もしく

は従わず、事業者又は他の入居者等の第三者に損害を与えた場合は、

事業者又は当該の第三者に対して損害賠償責任が生ずることがあり

ます。 

緊急時の 
連絡先 

緊急の場合には、ご記入頂いた連絡先に連絡します。 

 

その他 職員に対しての金品の差し入れは固くご辞退致します。 

 
８、 契約の解除及び損害賠償、相談・苦情の窓口について 

 
契

約

の

解

除

及

び

連

帯

保

証

人

の

責

務

に

つ

い

て 

利用者

側 
利用者は、事業所に対して３０日間の予告期間をおいて「退居届」で通知す

ることにより、本契約を解除することができます。また、利用者は、事業者ま

たは従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、予告期間をおくこ

となく本契約を解除することができます。 

①事業者もしくは従業者が、正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない

場合 

②事業者もしくは従業者が、第８条に定める守秘義務に違反した場合 

③事業者もしくは従業者が、故意または過失により利用者またはその家族等の

身体・財産・信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続

しがたい重大な事情が認められる場合 

・連帯保証人は、極度額２３２万円（月額利用料の 12 ヶ月、1,000 円未満切り

捨て）の範囲内で利用者と連帯して金銭債務の履行の責を負います。 

・月額利用料は、家賃（居室料）、管理・共益費、食材料費を３０日で計算し

た金額とします。 

事業所

側 

事業者は、利用者が以下の事項に該当し本契約を将来にわたって継続することが

社会通念上著しく困難であると考えられる場合に本契約を解除することができま

す。 

a.利用者又は利用者の連帯保証人、利用者の家族その他利用者の関係者の言動

が、他の入居者、事業者又は事業者の職員の精神・身体 ・生命あるいは財産

に危害を及ぼし、または他の入居者へのサービス提供に著しく悪影響を及ぼ

す恐れがあると事業者が判断し、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこ

れを防止することができないとき 

b.利用者が契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故

意にこれを告げず、または不実の告知などを行い、その結果本契約を継続し

がたい重大な事情を生じさせた場合 



c.第２５条（反社会的勢力の排除）の規定に違反したとき 

d.第１２条（禁止又は制限される行為）の規定に違反したとき 

e.利用者、身元保証人、利用者の家族その他入居者の関係者が、事業者の職員

又は他の利用者に対して社会通念上許容できない行為を行い、事業者との信

頼関係を著しく害したと事業者が判断したとき 

f.利用者が入居中に事業所で対応困難な看護行為が必要になり、かつ事業者が

関係法令に基づく事業所での人員体制では対応が困難であると判断した場合 

g.利用者が、重篤な感染症にかかり、または保持し、利用者に対する通常の介

護方法では感染を防止することができないと事業者が判断したとき 

h.天災事変、関係法令の改変、その他やむを得ない事情によって事業所におけ

るサービス提供が困難となった場合 

i. 入居者またはその家族等によるセクシュアルハラスメントやパワーハラス

メント、カスタマーハラスメント等のハラスメント言動が認められ、本契約

を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

②前項により本契約が終了した場合には、入居者は、遅滞なく事業者に対し居

室を明け渡すこととします。 

③本条第１項の規定に基づく契約の解除の場合は、事業者は次の各号の手続き

によって行います。 

a.契約解除の通告について３０日の予告期間をおくものとするが、予告期間を

短縮し、または予告期間を置かず直ちに解除することができるものとする 

b.前号の通告に先立ち、利用者又は利用者の身元引受人に弁明の機会を設ける 

c.解除通告に伴う予告期間中に、利用者の移転先の有無について確認し、移転

先がない場合には利用者又は利用者の身元引受人等、その他関係者・関係機

関と協議し、移転先の確保について協力する 

自動 
解除 

次の事由に該当した場合は、事業者は利用者に対して当ホームの判定会議の

後、１５日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約

することができます。 

a.利用者のサービス利用料金支払いが、正当な理由なく２ヶ月以上遅延し、料

金を支払うよう催促したにもかかわらず、催促した日から１５日以内に支払

われない場合 

b.利用者が病院、診療所等に入院し、明らかに２ヶ月以内に退院できる見込み

がない場合又は、２ヶ月を経過しても退院できないことが明らかな場合 

c.利用者の著しい体力の低下、病状の悪化、認知症状態の重度化、感染症、自

傷他害等、共同生活が困難と判断された場合 

d.利用者が介護老人福祉施設等に２ヶ月以上に入院、入所した場合 

e.利用者が死亡もしくは介護保険法による被保険者資格を喪失した場合 

                                              

損

害

賠

償

等 

加入 
保険 

損害保険 

 

 
加入先 

 
あいおいニッセイ同和損保 



相

談

苦

情

の

窓

口 

事業所 

 
 

相談及び苦情につきましては、解決機関を当ホームに設置しています。連絡先

及び担当者については、別途「苦情窓口のお知らせ」で説明します。また、当

ホームにも掲示しております。また、ご意見箱での受け付けも致しております

ので、ご利用下さい。 
【相談・苦情発生時の対応】 

① 相談・苦情の受付 

② 内容の確認・事実の把握 

③ 改善策・再発防止策の検討と決定 

④ 再発防止策の実施と結果の説明（相談者への報告） 

相談苦情の窓口担当：介護主任 
苦情解決責任者：施設管理者 
連絡先 ：えくせれんと聚楽第    ０７５－８１３－１１６５ 

法人 

受付 

お客様相談

窓口 

(電話) 

 ０８８－６２３－１１６５ 

(受付時間) 

 9:00～18：00（土日祝日除く） 

その他 北区役所保健福祉センター健康長寿推進課      075－432－1364 
上京区役所保健福祉センター健康長寿推進課     075－441－5106 
左京区役所保健福祉センター健康長寿推進課     075－702－1069 
中京区役所保健福祉センター健康長寿推進課     075－812－2566 
東山区役所保健福祉センター健康長寿推進課     075－561－9187 
山科区役所保健福祉センター健康長寿推進課     075－592－3290 
下京区役所保健福祉センター健康長寿推進課     075－371－7228 
南区役所保健福祉センター健康長寿推進課      075－681－3296 
右京区役所保健福祉センター健康長寿推進課     075－861－1416 
右京区役所京北出張所保健福祉第一担当              075－852－1815 
西京区役所保健福祉センター健康長寿推進課     075－381－7638 
西京区役所洛西支所健康長寿推進課              075－332－9274 
伏見区役所保健福祉センター健康長寿推進課     075－611－2278 
伏見区役所深草支所健康長寿推進課              075－642－3603 
伏見区役所醍醐支所健康長寿推進課              075－571－6471 
京都市介護認定給付事務センター          075－708－7711 
京都府国民健康保険団体連合会                  075－354－9090 

 

９、 明渡し時の原状回復について 

原

状

回

復

の

条

件

利用者

事業所

側双方 

本契約の原状回復条件は、賃貸住宅の原状回復に関する費用負担の一般原則の考

え方によります。すなわち、 
・入居者の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるよう

な使用による損耗等については、入居者が負担すべき費用となります。 
なお、震災等の不可抗力による損耗、上階の入居者など入居者と無関係な第三

者がもたらした損耗等については、入居者が負担すべきものではありません。 

 



に

つ

い

て 

・建物・設備等の自然的な劣化・損耗等（経年変化）及び入居者の通常の使用に

より生ずる損耗等（通常損耗）については、事業所が負担すべき費用となるも

のとします。 
・その具体的内容は、別表１（明渡し時の原状回復について）のとおりです。 

 

１０、 運営・管理体制（コンプライアンス） 

１)虐待防止・身体拘束適正化への取組 

当事業所は入居者の人権擁護のため、以下の措置を講じています。 

虐待防止 当事業所では入居者への虐待防止のため、以下の措置を講じます。 

① 虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修の実施(年２回以上

と新規採用時は必ず実施) 

② 入居者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

③ 虐待防止のための指針整備と定期的な見直し 

④ 虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の設置と定期的な開催

(３月に１回、年４回)、従業者への周知、また、サービス提供中に、当

該事業所従業者又は養護者（入居者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる入居者を発見した場合は、速やかにこれ

を市町村に通報します。 

身体拘束適正化 

 

当事業所では、入居者の尊厳、プライバシーを尊重し、身体拘束廃止マニ

ュアルに基づき努めています。下記①～③の要件を全て満たし、かつ、それ

らの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されている場合であり、当該

入居者または他の入居者等の生命又は身体を保護するための緊急やむをえな

い場合を除いて身体拘束は行わないものとします。 

① 切迫性…利用者又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可

能性が著しく高いこと。 

② 非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う他に代替する介護方法がな

いこと。 

③ 一時性…拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 

なお、身体拘束等の適正化を図るため、指針整備と定期的な見直しをし、

対策を検討する身体拘束禁止委員会を３月に１回、年４回開催するとと

もに、介護職員その他の従事者に対し、身体拘束に関する研修を年 2 回

以上と新規採用時は必ず実施します。 

ハラスメントの

防止 

適切なサービスの提供を確保する観点から、従業者に対する次に示すハラ

スメントの防止の為に必要な措置(ハラスメント対策マニュアルや指針の整

備と定期的な見直し、ハラスメントに関する研修の実施(年 1回以上))を講じ

ます。 

① 身体的な力を使って危害を及ぼす行為（回避して危害を免れた場合も含

む）(パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、他） 

② 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり貶めたりする行為

(パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、他） 

③ 意に沿わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ（セ

クシュアルハラスメント） 



2)業務継続計画（BCP）の策定等について 

当事業所では、感染症や非常災害の発生等において、利用者に対する指定認知症対応型共同生活

介護の提供を継続的に実施するための措置、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画として、「エクセレントグループ業務継続計画(BCP)」(自然災害)ならびに「エクセレントグルー

プ業務継続計画(BCP)」(感染症)の整備と当事業所独自の業務継続計画を策定し、これらに従い必

要な措置を講じます。 

また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練(各年 2

回、自然災害と感染症を合わせ合計 8 回)を定期的に実施します。なお、これら業務継続計画の見

直しを定期的に行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

3)感染症のまん延防止のための対策 

 当事業所では、新型コロナウイルス感染症に代表される未知の感染症のまん延防止を図るべく、

感染対策マニュアルを整備し定期的な見直しを行うとともに、健康管理・感染症対策委員会の設置

と定期的な開催(6 月に１回、年 2 回)、従業者への周知を行います。あわせて、前述の業務継続計

画に係る必要な研修および訓練(各年 2 回、合計 4回と新規採用時は必ず実施)と一体的に実施する

ことで、感染症のまん延防止を図ります。 
 

4)緊急時・事故発生時の対応 

事故発生・急変・感染症発生時等は、法人統一手順に基づき、以下方針のもと当事業所に設置し

ているリスクマネジメント委員会(毎月開催)において、迅速かつ適切に対応します。 

事故発生時

における対

応方法 

・当事業所が入居者に対して行うサービスの提供により、事故が発生した場合に

は、速やかに利用者の家族と行政が規定する重大事故にあたる場合は市町村に

連絡するとともに、ケアマネジャー、関係機関等へ連絡し、必要な処置を講じ

ます。 

・当ホームが利用者に対して提供したサービスにおいて、損害賠償をすべき事故

が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

・事実関係を時系列に記録し、医学的見解の情報を収集し、原因の究明にあたり

ます。 

・事故の状況を分析した上で、評価を行い、対応策を講じて再発防止に努めます。 

 



5) 非常災害時対策 

非常災害対策 ・事業所は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する

ための計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、

年２回以上定期的に避難、救出、その他必要な訓練を行います。 

・訓練等の実施にあたっては、地域自治体等と連携して行います。 

・主な防災設備は、スプリンクラー、消火器、避難誘導灯を設置しています。 

 

6)協力医療機関との連携について 

 医療を必要とする場合は、入居者の希望により、下記協力医療機関及び協力歯科医療機関において診

療や入院治療を受けることができます（ただし、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証する

ものではなく、また、下記医療機関での診療・入院を義務づけるものでもありません。）。 

医療機関名 所在地 電話番号 診療科目 

堀川病院 

 
医療法人桜樹会 
さくらぎ桂駅前歯科 

京都市上京区堀川通今出川上る   

北舟橋町８６５ 
京都市西京区桂南巽町 138-1 
グランバリエ桂 1 階 

075-441-8181 
 
075-383-4771 

内科・外科・

他 
歯科 

※上記医療機関と２４時間の連携体制をとっています。 

 
7)個人情報の保護と身元引受人の本人確認書類の保管 

当事業所は、個人情報保護法に基づき利用者の個人情報を適切に管理します。また、入居契約の適正

な履行および緊急時の連絡体制確保のため、身元引受人（連帯保証人）様の本人確認書類（氏名・住所・

生年月日が確認できる公的書類）の写しを提出いただき、当事業所にて保管いたします。 

【対象書類の例】 

運転免許証／健康保険証／マイナンバーカード（表面のみ）／パスポート 等 

【重要】 

マイナンバーカードの裏面（12 桁の個人番号が記載された面）は、「番号法」により、事業所で

収集・保管することはできません。表面のみコピーをご提出ください。個人情報の保護と身元引受

人の本人確認書類の保管 当事業所は、個人情報保護法に基づき利用者の個人情報を適切に管理し

ます。また、入居契約の適正な履行および緊急時の連絡体制確保のため、身元引受人（連帯保証人）

様の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）の写しを提出いただき、当事業所にて保

管（お預かり）いたします。 

 

８)秘密の保持について 

① 当ホームでは、業務上知り得た利用者または家族の秘密（情報）を厳守致します。 
② 当ホームでは協力医療機関や関係事業所との相談、会議等を開催する場合、利用者の

個人情報を用いる場合は、あらかじめ利用者または家族に同意を得ることとします。 
③ 前項の規定は、事業所の職員が退職した後も適用します。 

 
 
 
 
 



9)記録の保管及び開示請求に対する対応 

 
開示請求に 
対する具体

的 
対応方法 

・市町村に提出している情報の公開を当ホームに掲示し、利用者及び家族に対し、

開示します。 
・利用者及び家族はケース記録を閲覧し、又はその写しを請求することができます。 
・事業者は内部評価及び外部評価を当ホーム内に掲示し利用者及び家族の閲覧に供

します。また、家族に送付し開示するものとします。 

記録の保

管 
事業所は、サービス提供に関する記録を整備し、その完結の日から５年間保存する

ものとします。 

 
10)運営推進会議 
地域密着型サービスに義務づけられた運営推進会議を、地域住民や関係機関の方を交えて定期的

に開催し、その結果を公表いたします。 

目的 地域に開かれたサービス事業所として、地域住民やご利用者様、関係機関等に

運営状況等を報告し、広く要望や助言を伺い質の向上を図ります。 

開催回数 概ね２ヶ月に１回以上、定期的に開催致します。 

内容 利用者状況やサービス提供状況の報告、自己評価・外部評価等の結果周知、要

望・助言など。その他特に必要と認められた事項。 
 
11)情報公表 

本重要事項説明書の内容を含め、事業所の情報はインターネット「介護サービス情報公表システム」               

（URL: https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/26/index.php）等で公表しています。 

 

12)第三者評価の実施状況 

当事業所は、サービスの質の向上および運営の透明性を高めるため、第三者評価を以下のとおり受審して

います。 

項目 記載内容 

受診の有無 □ 実施 ☑ 未実施  運営推進会議を活用した評価実施 

実施年度   年度（次回受審予定： R８年度） 

評価機関 〔                        〕 

主な評価項目 〔                        〕 

評価結果の公表先 □ Web 公表（URL：〔       〕）□ 事業所内掲示 □ 配布資料 

 

13)反社会的勢力の排除 

利用者と事業者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。 

①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下総称して「反

社会的勢力」という）ではないこと。 

②自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう）が反社会的勢力ではないこと。 

③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。 

④自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。 

(ア)相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 

(イ)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 

 



平成２８年 ７月１５日 施行 
平成２９年 ４月 １日 改定 
平成２９年 ６月 １日 改定 
平成３０年 ４月 １日 改定 
平成３０年 ８月 １日 改定 
令和 １年１０月 １日 改定 
令和 ２年 ４月 １日 改定 
令和 ３年 ４月 １日 改定 
令和 ４年 ６月 １日 改定 
令和 ４年１０月 １日 改定 
令和 ５年 ５月 １日 改定 
令和 ６年 ４月 １日 改定 
令和 ７年 ４月 １日 改定 
令和 ７年１０月 １日 改定 
令和 ７年１２月 １日 改定 
令和 ８年 ２月 １日 改定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

確  認  書 
令和    年    月    日 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護「えくせれんと聚楽第」の入居にあたり、利用者にこの書

面を交付の上、重要事項の説明を行いました。 

 
〈事業所名〉 （介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所 

グループホーム   えくせれんと聚楽第         印 

 
 

〈説明者氏名〉                             印                         

 
 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護「えくせれんと聚楽第」の入居にあたり、事業者にこの書

面に基づいて重要事項の説明を受け同意の上、本書面を受領致しました。 

 
〈 利 用 者 名 〉                         印 

 
 

〈ご家族または代理人〉                         印 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表１（明渡し時の原状回復について） 
【原状回復の条件について】 

本契約の原状回復条件は、賃貸住宅の原状回復に関する費用負担の一般原則の考え方による。すなわち、 

・入居者の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等について

は、入居者が負担すべき費用となる。なお、震災等の不可抗力による損耗、上階の入居者など入居者と無関

係な第三者がもたらした損耗等については、入居者が負担すべきものではない。 

・建物・設備等の自然的な劣化・損耗等（経年変化）及び入居者の通常の使用により生ずる損耗等（通常損耗）

については、事業所が負担すべき費用となるものとする。その具体的内容は、下記のとおりとする。 

 

Ⅰ 本物件の原状回復条件 

 １ 事業所・入居者の修繕分担表 

事業所の負担となるもの 入居者の負担となるもの 

【床（畳・フローリング・カーペットなど）】 

１.畳の裏返し、表替え（特に破損してないが、
次の入居者確保のために行うもの） 

２.フローリングのワックスがけ 
３.家具の設置による床、カーペットのへこみ、
設置跡 

４.畳の変色、フローリングの色落ち（日照、建
物構造欠陥による雨漏りなどで発生したも
の） 

１.カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ（こぼした後の
手入れ不足等の場合） 

２.冷蔵庫下のサビ跡（サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合） 
３.引越作業等で生じた引っかきキズ 
４.フローリングの色落ち（借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによる

もの） 

【壁、天井（クロスなど）】 

１.テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ（いわ
ゆる電気ヤケ） 

２.壁に貼ったポスターや絵画の跡 
３.壁等の画鋲、ピン等の穴（下地ボードの張替

えは不要な程度のもの） 
４.エアコン（借主所有）設置による壁のビス穴、

跡 
５.クロスの変色（日照などの自然現象によるも

の） 

１.入居者が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ（設置者に通知もせ
ず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合） 

２.クーラーから水漏れし、入居者が放置したため壁が腐食 
３.タバコ等のヤニ、臭い（喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付

着している場合） 
４.壁等のくぎ穴、ネジ穴（重量物をかけるためにあけたもので、下地ボー

ドの張替えが必要な程度のもの） 
５.入居者が天井に直接つけた照明器具の跡 
６.落書き等の故意による毀損 

【建具等、襖、柱等】 

１.網戸の張替え（特に破損はしてないが、次の
入居者確保のために行うもの） 

２.地震で破損したガラス 
３.網入りガラスの亀裂（構造により自然に発生

したもの） 

１.落書き等の故意による毀損 

【設備、その他】 

１.専門業者による全体のハウスクリーニング
（入居者が通常の清掃を実施している場合） 

２.エアコンの内部洗浄（喫煙等の臭いなどが付
着していない場合） 

３.消毒（台所・トイレ） 
４.浴槽、風呂釜等の取替え（破損等はしていな

いが、次の入居者確保のために行うもの） 
５.鍵の取替え（破損、鍵紛失のない場合） 
６.設備機器の故障、使用不能（機器の寿命によ

るもの） 

１.風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等（入居者が清掃・手入れを怠った
結果汚損が生じた場合） 

２.日常の不適切な手入れ又は用法違反による設備の毀損 
３.鍵の紛失又は破損による取替え 
 

 

以上 

 


